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① 医療機関・薬局の窓口で、患者の方の直近の資格情報等（加入している医療保険や
自己負担限度額等）が確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する
過誤請求や手入力による手間等による事務コストが削減。

② マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定
健診等の情報や薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境に。
（マイナポータルでの閲覧も可能）

支払基金
・国保中央会

オンライン資格確認等
システム

情報登録

患者の資格情報等
を照会

※政府が提供している、オンライン
で自分の情報が見られる等の
機能を有する自分専用のサイト

マイナポータル

医療保険者等
※マイナンバーは用いず、マイナンバー
カードのICチップ内の電子証明書を
用いる
※ＩＣチップに資格情報や健康情報を
保存するわけではない
※健康保険証（処方箋）でも資格確認が
可能
※特定健診等の閲覧は、マイナンバー
カードが必要

顔認証付き
カードリーダー

資格情報
特定健診等情報
薬剤情報 等

※保険者が資格情報等を
登録、随時更新

※薬剤情報等は
レセプトから抽出

オンライン資格確認（マイナンバーカードの保険証利用）の概要
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分散していた様々な情報について、
利活用を進めやすくする基盤になります

○ これまでの課題に対応

① 全国の医療機関・薬局が安全かつ常時接続

＋レセプトという統一様式での情報提供、新たな入力不要

⇒ データヘルスの基盤

② 医療情報を個人ごとに把握、本人の情報を確実に提供することが可能

・ 個人単位化された被保険者番号
・ マイナンバーカード（≠マイナンバー）による本人確認

③ 患者／利用者の同意を確実にかつ電子的に得ることが可能

情報化の「基盤」としてのオンライン資格確認
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「顔認証付きカードリーダー」とは？

〇 医療機関・薬局の窓口に設置していただきます

〇 マイナンバーカードの「顔写真データ」と窓口で撮影した「本人の顔写真」
を照合して本人確認をします ※ 顔写真はシステムに保存されません

顔認証で本人確認ができます 薬剤情報/特定健診等情報閲覧に係る
同意ができます
健康保険証利用の申込（初回登録）が
できます暗証番号入力で本人確認ができます

キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社

富士通Japan株式会社 株式会社アルメックスパナソニック コネクト
株式会社

アトラス情報サービス
株式会社
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顔認証付きカードリーダーの使い方の流れ

③顔の撮影
（又は暗証番号）

②本人確認
方法を選択

①マイナンバー
カードを置く
（患者が自ら置く）

本人確認来院
⑤資格確認等
が完了

④情報提供
の同意

完了同意取得

○ 本人確認を行うとともに、医療機関・薬局が健診情報等を確認することに
ついて同意を得ることができます
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災害時において薬剤情報・特定健診等情報が確認できます

特別措置として、マイナンバ
ーカードによる本人確認を

不要とする

OK

災
害
時

こここここここここここここ

こここここここここここここ

こここここここここここここ
こここここここここここここ

災害時、厚生労働省保険局
にて、災害の規模等に応じて
薬局の範囲及び期間を定める

こここここここここここここ

資格確認端末で照会 通常時と同様の画面が
閲覧可能

通常時は、薬剤情報・特定健診等情報を閲覧するには、本人がマイナンバーカードによる
本人確認をした上で同意した場合に限られます。
災害時は、特別措置として、マイナンバーカードによる本人確認ができなくても、薬剤情

報・特定健診等情報の閲覧ができます。
（災害時）
・薬を家に置いて避難してきた・・・
・避難所で持ってきた薬を飲みきってしまった・・・
・かかりつけ医以外のところで受診することに・・・

薬剤情報等の閲覧により、
よりよい医療を提供できる

実際に実施しています
・令和4年福島沖を震源とする地震（宮城県、福島県）
・令和4年7月14日に発生した宮城県における大雨（宮城県大崎市 等）
・令和4年8月3日からの大雨による災害（山形県米沢市 等） 等
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オンライン資格確認の導入状況等
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（2022/9/4時点）

【参考：健康保険証の利用の登録】
20,031,325件 カード交付枚数に対する割合 33.5％

【参考：マイナンバーカード申請・交付状況】
有効申請受付数： 約6,459万枚 （人口比 51.3%）
交付実施済数 ： 約5,982万枚 （人口比 47.5%）

１．顔認証付きカードリーダー申込数

医療機関・薬局におけるオンライン資格確認の導入状況

２．準備完了施設数（カードリーダー申込数の内数）

３．運用開始施設数（準備完了施設数の内数）

160,716施設(70.0%)／ 229,758施設

※義務化対象施設に対する割合：75.5%

全施設数
に対する割合

義務化対象施設
に対する割合

病院 86.0% 86.3%
医科診療所 60.9% 65.6%
歯科診療所 64.0% 72.6%
薬局 87.9% 91.0%

参考：全施設数
病院 8,191 
医科診療所 89,640 
歯科診療所 70,615 
薬局 61,312 

76,561施設(33.3%)／ 229,758施設

※義務化対象施設に対する割合：36.0%

全施設数
に対する割合

義務化対象施設
に対する割合

病院 50.3% 50.5%
医科診療所 23.6% 25.4%
歯科診療所 24.5% 27.8%
薬局 55.5% 57.4%

64,965施設(28.3%) ／ 229,758施設

※義務化対象施設に対する割合：30.5%

全施設数
に対する割合

義務化対象施設
に対する割合

病院 44.7% 44.9%
医科診療所 19.1% 20.6%
歯科診療所 20.0% 22.7%
薬局 49.0% 50.7%

注）義務化対象施設数は、社会保険診療報酬支払基金にレセプト請求している医療機関・薬局の合計
（紙媒体による請求を行っている施設を除く）

（212,771施設）
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都道府県別の運用開始状況（施設類型別・9月4日時点）

11

病院 医科診療所 歯科診療所 薬局
① 岩手(75.0%) 宮崎(30.9%) 宮崎(51.5%) 岩手(65.2%)

② 山形(67.2%) 富山(30.1%) 鳥取(47.4%) 岡山(62.9%)

③ 滋賀(63.8%) 鹿児島(29.4%) 富山(35.0%) 富山(61.7%)

④ 鳥取(60.5%) 長野(28.5%) 岩手(33.0%) 秋田(60.0%)

⑤ 富山(59.4%) 高知(28.1%) 福井(32.3%) 青森(59.7%)

・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・

㊸ 福岡(36.9%) 東京(15.3%) 大阪(16.4%) 大分(35.7%)

㊹ 千葉(36.8%) 京都(15.0%) 群馬(16.3%) 佐賀(35.5%)

㊺ 大阪(34.2%) 徳島(14.7%) 神奈川(16.1%) 長野(35.4%)

㊻ 東京(34.0%) 奈良(14.6%) 徳島(15.8%) 長崎(32.4%)

㊼ 茨城(28.2%) 島根(12.7%) 東京(13.7%) 徳島(29.2%)

合計 44.7% 19.1% 20.0% 49.0%



（参考）市区町村別の運用開始状況一覧（7月31日時点）
都道府県名 市区町村名

顔認証付きカードリー
ダー申込率

運用開始率

1081 山口県 山陽小野田市 66.2% 30.9%
1082 山口県 大島郡 63.2% 28.3%
1083 山口県 玖珂郡 100.0% 83.3%
1084 山口県 熊毛郡 60.8% 29.7%
1085 山口県 阿武郡 100.0% 50.0%
1086 徳島県 徳島市 63.0% 17.4%
1087 徳島県 鳴門市 61.5% 16.5%
1088 徳島県 小松島市 57.7% 11.5%
1089 徳島県 阿南市 56.4% 11.1%
1090 徳島県 吉野川市 60.5% 18.6%
1091 徳島県 阿波市 51.9% 23.1%
1092 徳島県 美馬市 55.2% 20.7%
1093 徳島県 三好市 55.8% 25.0%
1094 徳島県 勝浦郡 50.0% 25.0%
1095 徳島県 名東郡 0.0% 0.0%
1096 徳島県 名西郡 66.1% 22.0%
1097 徳島県 那賀郡 72.2% 33.3%
1098 徳島県 板野郡 51.4% 20.7%
1099 徳島県 美馬郡 46.2% 15.4%
1100 徳島県 三好郡 54.5% 22.7%
1101 香川県 高松市 64.5% 25.3%
1102 香川県 丸亀市 74.4% 28.1%
1103 香川県 坂出市 73.5% 31.9%
1104 香川県 善通寺市 74.1% 24.1%
1105 香川県 観音寺市 74.8% 34.6%
1106 香川県 さぬき市 75.0% 36.3%
1107 香川県 東かがわ市 67.3% 40.4%
1108 香川県 三豊市 71.3% 34.5%
1109 香川県 小豆郡 52.8% 22.2%
1110 香川県 木田郡 78.6% 31.0%
1111 香川県 香川郡 66.7% 33.3%
1112 香川県 綾歌郡 76.1% 35.2%
1113 香川県 仲多度郡 64.4% 25.3%
1114 愛媛県 松山市 67.9% 31.6%
1115 愛媛県 今治市 65.1% 28.9%
1116 愛媛県 宇和島市 60.1% 25.2%
1117 愛媛県 八幡浜市 54.7% 24.4%
1118 愛媛県 新居浜市 64.0% 34.4%
1119 愛媛県 西条市 61.9% 25.6%
1120 愛媛県 大洲市 61.9% 26.8%

1121 愛媛県 伊予市 53.1% 22.4%
1122 愛媛県 四国中央市 57.8% 36.7%
1123 愛媛県 西予市 55.4% 25.7%
1124 愛媛県 東温市 75.4% 38.5%
1125 愛媛県 越智郡 50.0% 12.5%
1126 愛媛県 上浮穴郡 36.8% 21.1%
1127 愛媛県 伊予郡 62.5% 25.0%
1128 愛媛県 喜多郡 66.7% 12.5%
1129 愛媛県 西宇和郡 60.0% 40.0%
1130 愛媛県 北宇和郡 69.2% 42.3%
1131 愛媛県 南宇和郡 57.1% 31.4%
1132 高知県 高知市 67.2% 31.8%
1133 高知県 室戸市 42.1% 5.3%
1134 高知県 安芸市 59.0% 25.6%
1135 高知県 南国市 70.7% 34.7%
1136 高知県 土佐市 65.9% 31.7%
1137 高知県 須崎市 71.1% 23.7%
1138 高知県 宿毛市 55.0% 30.0%
1139 高知県 土佐清水市 66.7% 13.3%
1140 高知県 四万十市 57.7% 21.1%
1141 高知県 香南市 57.1% 23.8%
1142 高知県 香美市 56.5% 30.4%
1143 高知県 長岡郡 60.0% 20.0%
1144 高知県 土佐郡 71.4% 14.3%
1145 高知県 吾川郡 51.0% 27.5%
1146 高知県 高岡郡 62.0% 27.8%
1147 高知県 幡多郡 22.7% 9.1%
1148 福岡県 北九州市門司区 70.4% 33.8%
1149 福岡県 北九州市若松区 57.7% 24.0%
1150 福岡県 北九州市戸畑区 65.5% 29.5%
1151 福岡県 北九州市小倉北区 58.8% 23.1%
1152 福岡県 北九州市小倉南区 62.9% 25.6%
1153 福岡県 北九州市八幡東区 59.1% 25.6%
1154 福岡県 北九州市八幡西区 60.6% 23.3%
1155 福岡県 福岡市東区 60.7% 26.3%
1156 福岡県 福岡市博多区 55.7% 26.1%
1157 福岡県 福岡市中央区 58.5% 22.8%
1158 福岡県 福岡市南区 59.5% 25.5%
1159 福岡県 福岡市西区 65.3% 27.0%
1160 福岡県 福岡市城南区 70.0% 27.6%

1161 福岡県 福岡市早良区 66.3% 27.2%
1162 福岡県 大牟田市 62.7% 26.5%
1163 福岡県 久留米市 62.3% 28.3%
1164 福岡県 直方市 57.9% 21.1%
1165 福岡県 飯塚市 59.5% 17.5%
1166 福岡県 田川市 61.3% 19.4%
1167 福岡県 柳川市 56.3% 25.8%
1168 福岡県 八女市 50.0% 18.5%
1169 福岡県 筑後市 76.4% 29.1%
1170 福岡県 大川市 54.0% 19.0%
1171 福岡県 行橋市 69.5% 29.9%
1172 福岡県 豊前市 54.2% 22.0%
1173 福岡県 中間市 63.2% 30.3%
1174 福岡県 小郡市 65.3% 29.8%
1175 福岡県 筑紫野市 63.7% 32.6%
1176 福岡県 春日市 63.6% 27.7%
1177 福岡県 大野城市 67.8% 31.1%
1178 福岡県 宗像市 60.2% 29.8%
1179 福岡県 太宰府市 65.8% 36.0%
1180 福岡県 古賀市 72.9% 29.9%
1181 福岡県 福津市 63.4% 31.3%
1182 福岡県 うきは市 61.5% 21.5%
1183 福岡県 宮若市 65.2% 21.7%
1184 福岡県 嘉麻市 44.8% 15.5%
1185 福岡県 朝倉市 76.9% 28.9%
1186 福岡県 みやま市 73.3% 26.7%
1187 福岡県 糸島市 64.4% 23.9%
1188 福岡県 那珂川市 49.4% 19.8%
1189 福岡県 糟屋郡 72.8% 33.1%
1190 福岡県 遠賀郡 61.5% 25.7%
1191 福岡県 鞍手郡 62.5% 18.8%
1192 福岡県 嘉穂郡 64.3% 35.7%
1193 福岡県 朝倉郡 62.2% 27.0%
1194 福岡県 三井郡 60.5% 18.6%
1195 福岡県 八女郡 68.4% 26.3%
1196 福岡県 田川郡 56.1% 22.4%
1197 福岡県 京都郡 59.5% 20.3%
1198 福岡県 築上郡 63.2% 17.5%
1199 佐賀県 佐賀市 71.1% 25.2%
1200 佐賀県 唐津市 67.9% 29.2% 50



オンライン資格確認の導入の原則義務化について
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「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和4年6月7日閣議決定）を踏まえ、
８月10日の中央社会保険医療協議会（中医協）において、以下の内容が答申・公表されました。

中医協において答申・公表された内容

①オンライン資格確認の導入を原則義務化（療養担当規則等（省令）の改正。令和５年４月施行）

※ 例外：「現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局」（全体の約４％）
（電子請求の義務化時点で65歳以上＊・手書き請求）＊現在75歳以上程度の医師

②医療機関・薬局向け補助の拡充
※ 診療所等に対する定額補助の実施及び病院に対する補助上限の引き上げ

③診療報酬上の加算の取扱いの見直し （令和４年10月から施行）
※ 今般の医療DXの基盤となるオンライン資格確認の義務化を踏まえ、オンライン資格確認導入に
伴う医療の質の向上を評価する新たな仕組みに改める。

※ マイナ保険証利用時には、利用しない場合よりも、患者負担が小さくなる仕組みとする。
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療養担当規則の変更
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療養担当規則違反は保険医療機関の指定取消事由になり得る！？

14



（参考）レセプトの請求状況

【レセプトの請求状況】

（約14.6万機
関）

（約1万機関）（約6.6万機関）

（約6.2万機関）

（約4.5万機関）

（約2万機関） （約0.3万機関）

（約1.7万機関）

※四捨五入等の関係上、合計が不一致の場合がある。施設数はレセプト請求機関ベース、令和４年３月時点。

（約0.6万機関）

（約5.9万機関）
（約0.1万機関）

総計
（約22.2万機

関）
病院

（約0.8万機関）

医科診療所
（約8.6万機関）

歯科診療所
（約6.8万機関）

調剤
（約6.0万機関）

（約0.8万機関）

○ 診療報酬の請求については、電子請求（オンラインでの請求又は光ディスクでの請求）が義務付けられて
いるが、
①手書きでレセプトを作成している医療機関・薬局や
②電子請求の義務化時点で65歳以上の医師等※の医療機関・薬局 ※現時点で75歳以上程度

については、当該義務の例外として紙レセプトでの請求が認められている。
⇒現在、全医療機関・薬局のうち約66％はオンラインでの請求、約30％は光ディスクでの請求、約4％は紙での請求。
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「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和4年6月7日閣議決定）を踏まえ、
８月10日の中央社会保険医療協議会（中医協）において、以下の内容が答申・公表されました。

中医協において答申・公表された内容

①オンライン資格確認の導入を原則義務化（療養担当規則等（省令）の改正。令和５年４月施行）

※ 例外：「現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局」（全体の約４％）
（電子請求の義務化時点で65歳以上＊・手書き請求）＊現在75歳以上程度の医師

②医療機関・薬局向け補助の拡充
※ 診療所等に対する定額補助の実施及び病院に対する補助上限の引き上げ

③診療報酬上の加算の取扱いの見直し （令和４年10月から施行）
※ 今般の医療DXの基盤となるオンライン資格確認の義務化を踏まえ、オンライン資格確認導入に
伴う医療の質の向上を評価する新たな仕組みに改める。

※ マイナ保険証利用時には、利用しない場合よりも、患者負担が小さくなる仕組みとする。
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※ その他の費用：(1)マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入、 (2)ネットワーク環境の整備、 (3)レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修等。
※ 消費税分（10％）も補助対象であり、上記の上限額は、消費税分を含む費用額
※ 令和３年３月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込んだ医療機関・薬局については上限額まで実費を補助する特例を実施
※ ①の期間にカードリーダーを申し込んだ施設において、オンライン資格確認の運用が進んでいない状況に鑑み、迅速な運用を促進する観点から、令和４年６月７日から令和５年１月末までに運用開始した施
設については、別途の補助を実施する（補助金交付済の施設を除く。別途の補助の内容は、①と②の差額とする）。

※ 補助の見直しについて。病院：過半数以上の病院が事業額の上限を超過していることを踏まえ、現行の補助上限額を見直し（補助率は1/2を維持）。診療所・薬局（大型チェーン薬局以外）：経営規模を踏ま
え、実費補助とする。大型チェーン薬局：補助基準内にほぼ収まっていることから、現状を維持。

医療情報化支援基金による医療機関・薬局への補助の見直し
○顔認証付きカードリーダーは、医療機関・薬局に無償提供（病院３台まで、診療所等１台）
○それ以外の費用は、補助を拡充※１（病院向けに補助上限の引上げ・診療所等向けに定額補助の実
施）
※１ オンライン資格確認の導入を原則として義務化することに伴い、閣議決定を行った令和４年６月７日から令和４年12月末までに顔認証付きカードリー

ダーを申し込むとともに、令和５年２月末までにシステム事業者との契約を結んだ医療機関・薬局を対象（上記申込期限は最も遅いケースであり、医療機
関等はより早期の申込や契約が必要。）（従前どおり、令和５年３月末までに事業完了、同年6月末までに交付申請が必要）
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新たな補助金（要約）

18

令和4年4月1日から6月6日までに申込みをした医院
令和５年１月末までに運用開始

補助金交付済の施設を除く

※ 別途の補助（差額）を受けることができる
（10割補助になる）

令和4年6月7日から12月末日までに申込みをした医院
令和５年２月末までにシステム事業者との契約締結!!
 令和５年３月末までに事業完了、同年6月末までに交付申請が必要



申請方法

19

•オンライン申請
–顔認証付きカードリーダーをポータルサイト経由（オンライン）で申込
した場合は、原則ポータルサイトからの申請します。

–オンラインで申請は出来るが、証拠書類を電子化出来ない場合
•オンラインで郵送提出を選択し、証拠書類を郵送する。この場合、申請書は不
要です。

•郵送申請
–申請書と証拠書類を郵送します。

現在、新たな補助金制度に対応する、申請様式・申請フォーム等
整備中と聞いています。

ポータルサイトやＯＮＳサイト等で案内されるまで待った方がいい
かも・・・



補助金申請にあたって

20

•必要な書類（証拠書類）
– 申請書（オンライン申請の場合は不要）
– 領収書（写）

• 導入事業所毎（回線事業者・システム事業者等）

– 領収書内訳書（写）
• 導入事業所毎（回線事業者・システム事業者等）

– オンライン資格確認等事業完了報告書

– 「領収書内訳書」「オンライン資格確認等事業完了報告書」の
様式や記入方法のダウンロード先

•https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/application/post-2.html

※ 「領収書」「領収書内訳書」「オンライン資格確認等事業確認報告書」を電子化出来ない
場合には、申請のみWebで行い、書類のみ郵送と言うことも可能です。

https://www.i/
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/application/post-2.html


オン資 問い合わせ先

21

オンライン資格確認・医療情報化支援基金関
係医療機関等向けポータルサイト

オンライン資格確認に関するお問い合わせ先

オンライン資格確認等コールセンター：

0800-0804583（通話無料）

月曜日～金曜日8：00～18：00
土曜日8：00～16：00（いずれも祝日を除く）



「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和4年6月7日閣議決定）を踏まえ、
８月10日の中央社会保険医療協議会（中医協）において、以下の内容が答申・公表されました。

中医協において答申・公表された内容

①オンライン資格確認の導入を原則義務化（療養担当規則等（省令）の改正。令和５年４月施行）

※ 例外：「現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局」（全体の約４％）
（電子請求の義務化時点で65歳以上＊・手書き請求）＊現在75歳以上程度の医師

②医療機関・薬局向け補助の拡充
※ 診療所等に対する定額補助の実施及び病院に対する補助上限の引き上げ

③診療報酬上の加算の取扱いの見直し （令和４年10月から施行）
※ 今般の医療DXの基盤となるオンライン資格確認の義務化を踏まえ、オンライン資格確認導入に
伴う医療の質の向上を評価する新たな仕組みに改める。

※ マイナ保険証利用時には、利用しない場合よりも、患者負担が小さくなる仕組みとする。
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 令和５年度より、保険医療機関・薬局に、医療DXの基盤となるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務
化されることを踏まえ、当該システムを通じた患者情報の活用に係る現行の評価を廃止。

 その上で、医療DXの推進により、国民が医療情報の利活用による恩恵を享受することを推進する観点から、初診
時等における情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した評価を新設。

オンライン資格確認等システムを通じた情報活用に係る現行の評価の廃止

廃止

○ 電子的保健医療情報活用加算
【医科・歯科】 マイナ保険証を利用する場合 ７点（初診）４点（再診）／ 利用しない場合 ３点（初診）
【調剤】 マイナ保険証を利用する場合 ３点（月１回）／ 利用しない場合 １点（３月に１回）

［施設基準］
○ 次の事項を当該医療機関・薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲
示していること（対象はオンライン請求を行っている医療機関・薬局）。
① オンライン資格確認を行う体制を有していること。（厚労省ポータルサイト
に運用開始日の登録を行うこと）

② 患者に対して、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活
用（※）して診療等を行うこと。

［算定要件］
○ 上記の体制を有していることについて、掲示するとともに、必要に応じて患者
に対して説明すること。（留意事項通知）

医療機関・薬局に求められること

診療情報を取得・活用する効果（例）

今後、閲覧可能な情報が増えること等によって
正確な情報をより効率的に取得・活用可能となり、

更なる医療の質の向上を実現（※）この情報の取得・活用の具体的な方法として、上記にあわせて、初診時の問診票の標準
的項目を新たに定めることを予定（薬局については、文書や聞き取りにより確認する項目を
定めるとともに、当該情報等を薬剤服用歴に記録することを求める予定）

※調剤は、１ ３点（６月に１回）、２ １点（６月に１回）

（新）医療情報・システム基盤整備体制充実加算
１ 施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合 ４点
２ １であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合 ２点

問診票（初診時）

医療機関 薬局

●今日の症状
●他の医療機関の受診歴
●過去の病気
●処方されている薬
●特定健診の受診歴
●アレルギーの有無
●妊娠・授乳の有無
・・・・・・

 薬剤情報により、
重複投薬を適切
に避けられるほか、
投薬内容から患
者の病態を把握
できる。

 特定健診結果を
診療上の判断や
薬の選択等に生
かすことができる。

 薬剤情報により、
重複投薬や相
互作用の確認
が可能になる。

 特定健診の検
査値を踏まえた
処方内容の確
認や服薬指導
が可能になる。

問診票の標準的項目を
新たに定める（イメージ）

※当院は診療情報を取得・活用す
ることにより、質の高い医療提供
に努めています。

R4年９月時点で
オン資により
確認可能

医療DXを推進し、医療機関・薬局において診療情報を
取得・活用し質の高い医療を実施する体制の評価

初診時等における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価の新設（令和４年10月～）
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１０月からの点数（要約）

24

医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（４点）

・健康保険証で受診した場合

・マイナンバーカードで受診するも、情報閲覧に同意しなかっ

た場合

医療情報・システム基盤整備体制充実加算２（２点）

・マイナンバーカードで受診し情報閲覧に同意した場合

※ オン資非対応保険で受診した場合は、算定できない
※ 「顔認証付きICカードリーダ」で各種同意取得画面を
非表示にできる端末があるので注意



「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和4年6月7日閣議決定）を踏まえ、
８月10日の中央社会保険医療協議会（中医協）において、以下の内容が答申・公表されました。

中医協において答申・公表された内容

①オンライン資格確認の導入を原則義務化（療養担当規則等（省令）の改正。令和５年４月施行）

※ 例外：「現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局」（全体の約４％）
（電子請求の義務化時点で65歳以上＊・手書き請求）＊現在75歳以上程度の医師

②医療機関・薬局向け補助の拡充
※ 診療所等に対する定額補助の実施及び病院に対する補助上限の引き上げ

③診療報酬上の加算の取扱いの見直し （令和４年10月から施行）
※ 今般の医療DXの基盤となるオンライン資格確認の義務化を踏まえ、オンライン資格確認導入に
伴う医療の質の向上を評価する新たな仕組みに改める。

※ マイナ保険証利用時には、利用しない場合よりも、患者負担が小さくなる仕組みとする。
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再掲



答申書の附帯意見について

１ 関係者それぞれが令和５年４月からのオンライン資格確認の導入の原則義務化に向けて取組を加速させるこ
と。その上で、令和４年末頃の導入の状況について点検を行い、地域医療に支障を生じる等、やむを得ない場
合の必要な対応について、その期限も含め、検討を行うこと。

２ 今回新設された医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関し、その評価の在り方について、算定状況や
導入状況も踏まえつつ、患者・国民の声をよく聴き、取得した医療情報の活用による医療の質の向上の状況に
ついて調査・検証を行うとともに、課題が把握された場合には速やかに対応を検討すること。

３ オンライン資格確認を医療DXの基盤として、今後、患者の同意の下でいかすことができる患者の健康・医
療情報が拡大し、さらに安心・安全でより良い医療が受けられる環境が整備されていくということが、患者・
国民に広く浸透するよう、関係者が連携して周知を図っていくこと。

令和４年８月１０日

中央社会保険医療協議会 総会第527回
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必要な機材
オンライン資格確認の導入

28



オンライン資格確認の3つのパターン

29

１．顔認証付きカードリーダとマイナンバーカードで資格確認を行う場合

○顔認証付きカードリーダとマイナ
ンバーカードで資格確認を行うと、
最新の保険情報が取得出来る。

・患者の同意があれば、特定健診・
薬剤情報も取得出来る。

３．資格確認端末から「オンライン資格確認システム」
にログインして、保険証の「被保険者番号・記号・番号
等」を手入力して行う場合

２．「レセコン等に登録された被保険者証の被保険者番号
・記号・番号等」を用いて行う場合

○被保険者証の被保険者番号，記号，番
号等を用いて資格確認を行うと保険資格
の有効性が取得出来る

（予約患者の事前チェックなどを想定）



必要な機材

30

構　成 規　格 参　　考 備　　　考

顔認証リーダ

IP-VPN フレッツ・v6オプションの申し込みが必要

IPSec／IKE 回線は選ばない

ネットワーク機材
ルーター・HUB
LANケーブル等

オンライン資格確認端末
（PC）
＆

オン資連携ソフト
（支払基金より無償提供）

資格確認プログラム

特定健診・医療情報
薬剤情報等

通信回線

オン資対応プログラム



必要なもの

31

•回線
–ネットワーク回線は、オンライン請求回線を使用
–毎月のランニング費用

•顔認証付きＩＣカードリーダ
–支払基金から１台（病院は３台まで）支給
–２台目以降は、補助金対象で購入

•資格確認端末
–ちょっと特殊なパソコン（OSの更新は支払基金が行う ）

•レセコン・電子カルテの対応プログラム
•システム導入に関するメンテナンス費用

メーカーが責任を持つ
パターンもある

（資格確認端末不要）

※責任分解点が変わる



回線と接続方式

32

支払基金・国保

オンライン資格確認

オンライン請求

Ｏ
Ｎ
Ｕ

医療機関等

Ｏ
Ｎ
Ｕ

医療機関等

ＩＰ－ＶＰＮ

ＩＰｓｅｃ＋ＩＫＥ

インターネット接続

拠点間を暗号化され
た専用経路で接続

インターネット接続無し

拠点間直接接続
（閉域網）



33http://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/online/online_04.files/claimsys35.pdf



ＩＰｓｅｃ＋ＩＫＥサービス提供事業者
（インターネット接続方式）

34http://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/online/online_04.files/claimsys35.pdf



導入費用について（例）

35

レセコン・電子カルテのオン資対応プログラムの価格お
よび設定費用は含まれていない



日本医師会相談窓口

36

https://www.med.or.jp/japanese/members/info/jirei.html



見積の際の説明（ORCAベンダへの依頼）

37

•事業者としてオンライン資格確認導入作業に対応可能か
（不可能な場合、対応可能な他の業者を紹介できるか）

•推奨するカードリーダーの機種があるかどうか（特にない場合
は、医療機関側の好みで機種を選定ください）

•導入費用・保守費用の金額
•事前も含め、必要な作業の内容（医療機関側、業者側）
•運用開始までにかかる期間

見積の際には上記項目を丁寧にご説明いただき、
トラブルの無きよう十分な説明をお願いいたします。



医療機関での準備と
利用登録
オンライン資格確認の導入

38



何をしなければならないか①

39

Webサイト 備　　　考

顔認証リーダ申込み

登録した
メールアドレス

パスワード

オンライン資格確認
利用申請

共通証明書申込み

オンライン資格確認
利用開始

ダウンロード期限等メールで案内さ
れる

ユーザＩＤ

パスワード

ポータルサイト登録

医療機関等
ポータル
サイト

資格確認
端末
（PC）

オンライン資格確認
システム

適　　　用項　　目



郵送物
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ポータルサイトにログイン
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何をしなければならないか②
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Webサイト 備　　　考

顔認証リーダ申込み

登録した
メールアドレス

パスワード

オンライン資格確認
利用申請

共通証明書申込み

オンライン資格確認
利用開始

ダウンロード期限等メールで案内さ
れる

ユーザＩＤ

パスワード

ポータルサイト登録

医療機関等
ポータル
サイト

資格確認
端末
（PC）

オンライン資格確認
システム

適　　　用項　　目



医療機関で準備していただくもの
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入力すると、以下のURLに医療機関名が公開されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

（マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関)

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html


オン資 運用開始日入力
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何をしなければならないか③
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Webサイト 備　　　考

顔認証リーダ申込み

登録した
メールアドレス

パスワード

オンライン資格確認
利用申請

共通証明書申込み

オンライン資格確認
利用開始

ダウンロード期限等メールで案内さ
れる

ユーザＩＤ

パスワード

ポータルサイト登録

医療機関等
ポータル
サイト

資格確認
端末
（PC）

オンライン資格確認
システム

適　　　用項　　目



資格確認端末
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１．顔認証付きカードリーダとマイナンバーカードで資格確認を行う場合

再掲



電子証明書とマスタアカウント

49



ORCAプロジェクトの現状とこれから

2022年10月

ORCA: Online Receipt Computer Advantage



日本医師会のORCA事業について
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日本医師会のORCA（Online Receipt Computer Advantage）事業は、メインコンテンツである「日医標準レセ
プトソフト（日レセ）」を、医療機関の医療費の計算をする基幹システムとして、患者台帳を管理する共通仕様
の基盤として、当時のEBMを目指した礎として、デファクトスタンダードを目指しオープンソースで公開することで始ま
りました。
日本医師会ORCA管理機構株式会社（ORCAMO）は、これまで公益法人の範疇で行われていたORCA事業
を継続し、さらに発展させるために日本医師会が外部に設立した事業体です。このORCA事業の外部化について
は、政府系ファンドの地域経済活性化支援機構（REVIC）の協力により実現しました。2022年5月にREVICは
ORCA事業を支えたファンドの役目を終え、現在は、日本医師会を筆頭とする他5社の協力による体制に変わりま
した。
「日レセ」は先生方の支持を得て着実に普及を続けており、現在約17,000以上の医療機関で利用されていま
す。レセプトコンピュータの市場では国内第2位のシェアを占めており、50を超える電子カルテのレセプト請求にも使
われています。

ORCA事業のあゆみ（日レセ関連）
------------
2000年 日医総研の研究事業としてORCAプロジェクト開始
2001年 「日医IT化宣言」
2002年 日医標準レセプトソフト公開
2011年 ユーザー施設数10,000達成
2015年 日本医師会ORCA管理機構(株)設立
2016年 「日医IT化宣言2016」
2019年 一部機能有償化
2021年 ユーザー施設数約17,000

ORCAMO株主一覧
------------
公益社団法人 日本医師会
フューチャーインベストメント株式会社
株式会社ソラスト
H.U.グループホールディングス株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
凸版印刷株式会社

「日本医師会ORCA管理機構の設立と現状」



都道府県別日レセ導入状況（2022年9月）
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（有床版・クラウド版を含む）

うち病院617施設

プロジェクト立ち上がりから20年余りを経て、約18,000超のユーザーを獲得（業界シェア2位）

【全国平均】
20.0％

【福岡】
28.9％
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日医標準レセプトソフト導入推移（年別）

53

【導入医療機関数】（１０月）

稼働レベル１（稼働中） 17,124施設
稼働レベル２（導入作業中） 1,195施設

総計 １８，３１９施設

※有償化のため利用者の精査を実
施。閉院等があきらかに

※毎月の純増数に大きな変化はな
い

（有床版含む）

レセコン業界で
シェア2位

（全国レセコン利用医療機関に
占める割合 20.1%）

※



ヘルスケア関連企業各社へのメッセージ
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電子カルテ、オンライン診療、医療介護現場のDX・・・
日本の皆保険下で保険請求の機能はマスト

保険請求処理のエンジンとして ORCA-API をご用意

• 診療報酬改定対応はデスマーチ
–レセコンは間違いが許されない会計ソフト
–職人芸（保険の併用、四捨五入、月途中での保険の異動、医科点数表のアナログさと独特の表現）
–都道府県と市町村の数だけある医療費助成制度（地方公費）
–診療報酬改定（2年毎 4/1）のデスマーチにすべてのメーカが取り組んでいる状況は不毛
–平時のエンジニアの確保も課題

～ORCAを保険請求処理のエンジンとして使う電子カルテは現在40社を超えています～
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サービス

ソフト
（プログラム

データベース）

専用ハード

サービス

市販ハード

電子カルテなどへ
の投資

コストダウン

従来レセコン医療機関 ORCA医療機関

サービス

カルテ機能
（自社開発）

レセプト機能
（自社開発）

従来電子カルテ
メーカ

サービス

カルテ機能
（自社開発）

レセプト機能（ORCA）

ORCA採用電子カルテ
メーカ

コストダウン

電子カルテ
+

ORCA

コストダウン

ORCA医療機関

1st 
Stage

（より高度なIT投資）

オープンソース
（無償公開）

メーカには無償で提供
中
（API協議会入会要）

ORCA 2nd Stage

医療機関のIT化と
コスト削減を
さらに支援

⇒ ORCAはレセ
プトエンジンへ



連携電子カルテ群
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https://www.orcamo.co.jp/products/
orca/linkage.html

・無償診療所対応 43件
・有床診療所対応 22件
・病院対応 19件
（総数51件：重複あり）



日レセの開発ならびにリリースの方針について
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【要旨】
日医標準レセプトソフトは、オンプレミスの商用版、クラウド版、次世代のWebORCA版
の3種があり、今後の方針として以下のようにWebORCA版に統一する方向で進める。
（算定ロジックのソースコードについては3種ともほぼ同一）

商用版・・・次回診療報酬改定（できれば2022年度中）までにWebORCAのオンプ
レミス版をリリースし、クラウドもオンプレミスもWebORCAのスキームで統一、メンテナンスコ
ストを削減する

クラウド版（Ginbee）・・・約1500の既存ユーザを次回診療報酬改定までに
WebORCA版に移行、メンテナンスならびに回線コストを削減し、現行DCならびに複雑
な構成による不安定さを解消する。ユーザの移行にはORCAベンダの協力が不可避であ
るので2022年度において協力ORCAベンダを対象とした移行促進策を実施

WebORCA版・・・安定性、速度などに優れたこの次世代に今後は統一し、APIの拡充
により電子カルテメーカへの働きかけを強める。商用版とWebORCA版の切替が容易とな
るよう開発をすすめていく。大規模なネットワーク障害の際にも対応できるよう検討する



たゆまぬ進化

•信頼と安心は損なわず

•画面や操作感はそのままに

•大幅に動作速度を改善し

• Web技術を取り込んで

•デバイスやOSを選ばず

•院内型※でもクラウド型でも

•大規模災害にもより強く※
※2022～2023年度対応予定

58
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これからもよろしくお願い申し上げます

http://orca.med.or.jp/
http://www.orcamo.co.jp/
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